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 人員に関する基準 

 

 

  

1 看護職員又は介護職員の配置 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【居宅基準省令第 175 条第２項第２号ハ】 

ハ 常に１以上の指定特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が確保されること。 
 

  常に１以上の介護職員が確保されるよう、適切な人員を配置すること。 

  介護職員が配置されていない（不在の）時間帯がある日が確認された。 

基準 

事例 

指導・ポイント 
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 介護報酬 

 

 

 

 

 

1 個別機能訓練加算 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【施設報酬告示留意事項通知 第２の４(7)③】 

③ 個別機能訓練を行うに当たっては、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他

の職種の者が共同して、利用者ごとにその目標、実施方法等を内容とする個別機能訓練計画を作

成し、それに基づいて行った個別機能訓練の効果、実施方法等について評価等を行う。なお、特

定施設入居者生活介護においては、個別機能訓練計画に相当する内容を特定施設サービス計画の

中に記載する場合は、その記載をもって個別機能訓練計画の作成に代えることができるものとす

ること。 
 

2 夜間看護体制加算 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【施設基準告示第 23 号ハ】 

ハ 重度化した場合における対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、

当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。 
 

  特定施設サービス計画に個別機能訓練計画に相当する内容を記載する場合には、他記載

事項と区分し、個別機能訓練の目標、実施方法、訓練内容等を明確に記載すること。 

  特定施設サービス計画に個別機能訓練計画の内容を記載しているが、他項目と混在してお

り、個別機能訓練の目標、実施方法等が不明瞭である。 

基準 

事例 

指導・ポイント 

  夜間看護体制加算の算定に当たっては、重度化した場合における対応に係る指針を定め

ること。また、入居の際にその内容を利用者又はその家族に説明し、同意を得ること。 

  利用者またはその家族に対し、重度化した際の対応について事前確認は行っているもの

の、当該対応に係る指針が定められていない。 

基準 

事例 

指導・ポイント 
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3 口腔・栄養スクリーニング加算 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【大臣基準告示第 42 号の６】 

次のいずれにも適合していること 

イ 利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い、利用者の口腔

の健康状態に関する情報（利用者の口腔の健康状態が低下しているおそれのある場合にあっては、

その改善に必要な情報を含む。）を利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。 

ロ 利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、利用者の栄養状態に

関する情報（利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。）を

利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。 

 

【施設報酬告示留意事項通知 第２の４(13)②】 

② 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングを行うに当たっては、利用者について、それぞれ

次に掲げる確認を行い、確認した情報を介護支援専門員に対し、提供すること。 

イ 口腔スクリーニング 

ａ 硬いものを避け、柔らかいものを中心に食べる者 

ｂ 入れ歯を使っている者 

ｃ むせやすい者 

ロ 栄養スクリーニング 

ａ ＢＭＩが 18.5 未満である者 

ｂ １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施について」

（平成 18 年６月９日老発第 0609001 号厚生労働省老健局長通知）に規定する基本チェックリ

ストの№11 の項目が「１」に該当する者 

ｃ 血清アルブミン値が 3.5g/dl 以下である者 

ｄ 食事摂取量が不良（75％以下）である者 

 

  ６月ごとに行う口腔の健康状態のスクリーニングにおいては、留意事項に記載のある確

認項目について、確認した情報を記録するとともに、口腔の健康状態が低下しているおそ

れのある場合は、併せて、その改善に必要な情報も介護支援専門員へ提供すること。 

  利用者の健康状態について、介護支援専門員に対し毎月報告を行っているが、口腔スクリ

ーニングにおいて確認すべき項目について、把握した内容が記録で確認できない。 

基準 

事例 

指導・ポイント 
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4 看取り介護加算 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【施設基準告示第 24 号イ】 

(1) 看取りに関する指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針の内容を

説明し、同意を得ていること。 

(2) 医師、生活相談員、看護職員、介護職員、管理栄養士、介護支援専門員その他の職種の者によ

る協議の上、当該指定特定施設における看取りの実績等を踏まえ、適宜、看取りに関する指針の

見直しを行うこと。 

(3) 看取りに関する職員研修を行っていること。 

 

【利用者等告示第 29 号】 

イ 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であるこ

と。 

ロ 医師、生活相談員、看護職員、管理栄養士、介護支援専門員その他の職種の者(医師等)が共同

で作成した利用者の介護に係る計画について、医師等のうちその内容に応じた適当な者から説明

を受け、当該計画について同意している者(その家族等が説明を受けた上で、同意している者を含

む。)であること。 

ハ 看取りに関する指針に基づき、利用者の状態又は家族の求め等に応じ随時、医師等の相互の連

携の下、介護記録等利用者に関する記録を活用し行われる介護についての説明を受け、同意した

上で介護を受けている者(その家族等が説明を受け、同意した上で介護を受けている者を含む。)

であること。 
 

  回復の見込みがないことを医師の診断により確認し、その記録を残しておくこと。 

  看取りに関する指針については、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指

針の内容を説明し、同意を得ること。 

  看取り介護に係る計画は、医師、生活相談員、看護職員、介護職員、計画作成担当者等

の多職種の者が共同して作成すること。また、医師等が説明をし、当該計画について利用

者又はその家族等から同意を得てから加算を算定すること。 

  看取りの実績等を踏まえ、適宜、指針の見直しを行うこと。 

  計画に位置づけられたケアの実施に関する記録、利用者及び家族の様子の変化やケアの

内容を適切に記録すること。 

  医師によって回復の見込みがないと診断された旨の記録が確認できない。 

  入居の際に利用者又はその家族に対し、看取りに関する指針の説明をし、同意を得ていな

い。 

  看取り介護に関する計画を作成する際、医師、計画作成担当者しか関与していない。 

  看取り介護に係る計画について、利用者又はその家族等から同意を得る前に加算を算定し

ている。 

  看取りに関する指針を定めてから見直しをしていない。 

  終末期における入所者の身体的な状態の変化、利用者及び家族の精神的な状態の変化やこ

れに対するケアの内容が、看取り介護計画に対応する形で適切に記載されておらず、看取り

介護の実施状況を正確に確認することができない。 

基準 

指導・ポイント 

事例 


